
「奈良モデル」による橋梁定期点検業務に関する協定書 
 
 奈良県知事 ◎◎ ◎◎（以下「甲」という。）と●●●●長 ○○ ○○（以下「乙」
という。）とは、●●●●が管理する橋梁の定期点検業務について、次の通り協定を締
結する。 
 
（目的） 

第１条 本協定は、「奈良モデル」の取組として、乙が甲に委託する橋梁定期点検
業務（以下「業務」という。）について、その対象橋梁、実施方法及び費用負
担等を定め、道路インフラの適切な維持管理の実現を目指すことを目的とす
る。 

 
（対象橋梁） 

第２条 本協定における対象橋梁は、別紙のとおりとする。 
 
（実施方法） 

第３条 甲は、「土木設計業務等委託必携 令和２年１０月奈良県県土マネジメント

部」に基づき業務を実施する。 

 
（協定期間） 

第４条 協定期間は協定締結日から令和  年  月  日までとする。 
 
（費用負担） 

第５条 甲が実施する業務に要する費用は、乙が負担する。 
   ２ 前項の乙が負担する費用は、   千円とし、委託費、事務費の合計とする。 
   ３ 事務費は委託費の２％以内とする。 
   ４ 第２項に示す負担額が確定した場合、甲は受託費変更通知書により乙へ通知

し、受託費変更通知書を持って、協定変更したものとする。 
 
（完了報告） 

第６条 甲は、業務が完了したときは、速やかに乙に完了報告書を提出する。 
 
（成果物の引渡し） 

第７条 甲は、前条の完了報告書を提出した後、甲及び乙が立ち会いのうえ業務の完
了を確認し、乙に業務の成果物（Ａ４版１部と電子データ）を引渡す。 

 
（費用の請求） 

第８条 甲は、前条の完了確認後、精算調書により乙に費用の請求を行う。 
 
（費用の支払い） 

第９条 乙は、前条の精算調書を受理した日から３０日以内に、甲に対して費用を
支払う。 

 
（苦情等の処理） 

第１０条 業務の実施に伴い生じた苦情等の処理は、甲及び乙が誠意を持って協議し
対応する。 

 

（損害の負担） 
第１１条 業務の実施に伴い生じた損害の負担は、甲及び乙が誠意を持って協議し対

応する。 
 
（その他） 
第１２条 本協定に定めのない事項、又は疑義が生じたときは、その都度甲及び乙が協

議する。 
 
 
 
 
 
令和  年  月  日 
 
 
           甲  奈良県知事  ◎◎ ◎◎ 
 
 
 
 
           乙  ●●●●長  ○○ ○○ 



「奈良モデル」による橋梁補修設計に関する協定書 
 
 奈良県知事 ◎◎ ◎◎（以下「甲」という。）と●●●●長 ○○ ○○（以下「乙」
という。）とは、●●●●が管理する橋梁の補修設計について、次の通り協定を締結す
る。 
 
（目的） 

第１条 本協定は、「奈良モデル」の取組として、乙が甲に委託する橋梁補修設計
（以下「設計」という。）について、その対象橋梁、実施方法及び費用負担等
を定め、道路インフラの適切な維持管理の実現を目指すことを目的とする。 

 
（対象橋梁） 

第２条 本協定における対象橋梁は、別紙のとおりとする。 
 
（実施方法） 

第３条 甲は、「土木設計業務等委託必携 令和２年１０月 奈良県県土マネジメン

ト部」に基づき設計を実施する。 

 
（協定期間） 

第４条 協定期間は協定締結日から令和  年  月  日までとする。 
 
（費用負担） 

第５条 甲が実施する設計に要する費用は、乙が負担する。 
   ２ 前項の乙が負担する費用は、   千円とし、委託費、事務費の合計とする。 
   ３ 各会計年度における乙が負担する限度額は、次のとおりとする。 
      令和 年度     千円 
      令和 年度     千円 
   ４ 事務費は委託費の５％以内とする。 
   ５ 第２項及び第３項に示す負担額が確定した場合、甲は受託費変更通知書によ

り乙へ通知し、受託変更通知書を持って、協定変更したものとする。 
 
（完了報告） 

第６条 甲は、設計が完了したときは、速やかに乙に完了報告書を提出する。 
 
（成果物の引渡し） 

第７条 甲は、前条の完了報告書を提出した後、甲及び乙が立会のうえ設計の完了を
確認し、乙に工事の成果物を引渡す。 

 
（費用の請求） 

第８条 甲は、前条の完了確認後、精算調書により乙に費用の請求を行う。 
 
（費用の支払い） 

第９条 乙は、前条の請求書を受理した日から３０日以内に、甲に対して費用を支払
う。 

 
（苦情等の処理） 

第１０条 設計の実施に伴い生じた苦情等の処理は、甲及び乙が誠意を持って協議し

対応する。 
 
（損害の負担） 

第１２条 設計の実施に伴い生じた損害の負担は、甲及び乙が誠意を持って協議し対
応する。 

 
（その他） 

第１３条 本協定に定めのない事項、又は疑義が生じたときは、その都度甲及び乙が
協議する。 

 
 
 
 
 
令和  年  月  日 
 
 
           甲  奈良県知事  ◎◎ ◎◎ 
 
 
 
 
           乙  ●●●●長  ○○ ○○ 



「奈良モデル」による橋梁補修工事に関する協定書 
 
 奈良県知事 ◎◎ ◎◎（以下「甲」という。）と●●●●長 ○○ ○○（以下「乙」
という。）とは、●●●●が管理する橋梁の補修工事について、次の通り協定を締結す
る。 
 
（目的） 

第１条 本協定は、「奈良モデル」の取組として、乙が甲に委託する橋梁補修工事
（以下「工事」という。）について、その対象橋梁、実施方法及び費用負担等
を定め、道路インフラの適切な維持管理の実現を目指すことを目的とする。 

 
（対象橋梁） 

第２条 本協定における対象橋梁は、別紙のとおりとする。 
 
（実施方法） 

第３条 甲は、「土木工事共通仕様書（案）・土木工事施工管理基準・土木請負工事

必携（土木工事請負必携 １／３～３／３） 平成３１年４月奈良県県土マネ

ジメント部」に基づき工事を実施する。 

 
（協定期間） 

第４条 協定期間は協定締結日から令和  年  月  日までとする。 
 
（費用負担） 

第５条 甲が実施する工事に要する費用は、乙が負担する。 
   ２ 前項の乙が負担する費用は、   千円とし、工事費、事務費の合計とする。 
   ３ 各会計年度における乙が負担する限度額は、次のとおりとする。 
      令和 年度     千円 
      令和 年度     千円 
   ４ 事務費は工事費の５％以内とする。 
   ５ 第２項及び第３項に示す負担額が確定した場合、甲は受託費変更通知書によ

り乙へ通知し、受託変更通知書を持って、協定変更したものとする。 
 
（完了報告） 

第６条 甲は乙に対して、工事の前払金及び部分払に基づき甲が負担した費用につい 
て、前条第３項の限度額を超えない範囲で部分払を請求することができる。 

   ２ 甲が部分払を請求しようとするときは、部分払調書により乙に費用の請求を 
行う。 

 
（完了報告） 

第７条 甲は、工事が完了したときは、速やかに乙に完了報告書を提出する。 
 
（成果物の引渡し） 

第８条 甲は、前条の完了報告書を提出した後、甲及び乙が立会のうえ工事の完了を
確認し、乙に工事の成果物を引渡す。 

 
（費用の請求） 

第９条 甲は、前条の完了確認後、精算調書により乙に費用の請求を行う。 

 
（費用の支払い） 

第１０条 乙は、前条の請求書を受理した日から３０日以内に、甲に対して費用を支
払う。 

 
（苦情等の処理） 

第１１条 工事の実施に伴い生じた苦情等の処理は、甲及び乙が誠意を持って協議し
対応する。 

 
（損害の負担） 

第１２条 工事の実施に伴い生じた損害の負担は、甲及び乙が誠意を持って協議し対
応する。 

 
（その他） 

第１３条 本協定に定めのない事項、又は疑義が生じたときは、その都度甲及び乙が
協議する。 

 
 
 
 
 
令和  年  月  日 
 
 
           甲  奈良県知事  ◎◎ ◎◎ 
 
 
 
 
           乙  ●●●●長  ○○ ○○ 



派遣職員の取り扱いに関する協定書 

「奈良モデル」による橋梁補修工事に関する協定書に基づき、奈良県（以下「甲」

という。）が●●●●（以下「乙」という。）から工事を受託するにあたり、乙から甲

に派遣される職員（以下「派遣職員」という。）の身分取扱い等について、次の通り

協定を締結する。 

 

１ 派遣職員の職・氏名 

  ●●●● 所属 役職 △△ △△ 

 

２ 派遣期間及び従事する業務 

 （派遣期間） 

 派遣期間は協定締結から令和  年  月  日までとする。ただし、必要があ

るときは、甲及び乙が協議のうえ、その期間を延長又は短縮することができる。 

（従事する業務） 

 従事する業務は橋梁補修工事に係る積算業務、打合せ、現場立会、書類確認、完了

検査等とする。ただし、必要があるときは、甲及び乙が協議のうえ、その従事する業

務を増加又は減少することができる。 

 

３ 業務に従事する所属 

  奈良県 県土マネジメント部 ▲▲土木事務所 

 

４ 身分 

  派遣期間中、甲は派遣職員が乙において保有する職と同等と認める職に併任する

ものとする。 

 

５ 給与 

派遣職員の給料（給料の調整額を含む。）及び諸手当は、乙がその関係規程に基づ

いて支給する。 

 

６ 旅費 

  派遣職員の旅費は乙がその関係規程に基づいて支給する。 

 

７ 服務及び勤務条件等 

 派遣期間中の派遣職員の服務、勤務時間その他の勤務条件については、乙の関係

規程を適用する。 

 

８ 分限及び懲戒 

派遣職員の分限処分及び懲戒処分は、その都度甲及び乙が協議するものとする。 

 

９ 公務災害補償 

派遣職員の公務災害補償等負担金は、乙の関係規定に基づき、乙が負担する。ま

た、派遣職員の公務又は通勤の災害による災害についての認定請求手続き及び補償

請求手続きは、甲の報告に基づき乙が行うものとする。 

 

１０ 共済組合 

派遣職員は奈良県市町村職員共済組合の組合員とし、派遣職員に係る掛金及び負

担金は乙が奈良県市町村職員共済組合に払い込む。 

 

1１ 健康管理 

  派遣職員の健康管理は乙が行う。 

 

1２ 勤務状況、健康状況等の報告    

（１）乙は、派遣職員の勤務状況、健康状況等について、必要に応じ甲に報告を求め

ることができる。 

（２）派遣職員の身分、給与、健康状況等に変動があったときは、その都度甲及び乙

が相互に通知する。 

 

1３ その他 

 本協定に定めのない事項、又は疑義が生じたときは、その都度甲及び乙が協議す

るものとする。 

本協定の証として本書２通を作成し、記名押印のうえ、甲乙各１通を保管するも

のとする。 

 

令和  年  月  日   

 

（甲）奈良県 

奈良県知事  ◎◎ ◎◎ 

 

 

（乙）●●●● 

●●●●長    ○○ ○○ 


